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【適用除外】
次に掲げる適用除外者については、特定最低賃金の適用が除外され、大分県最低賃金が適用されます。

①18歳未満又は65歳以上の者 ②雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの

③清掃又は片付けの業務に主として従事する者

④電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の

Ⅰ .手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線

はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務の

うち流れ作業の中で行う業務を除く。 )に主として従事する者

Ⅱ .手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務に主として従事する者

大分県 特定最低賃金

業務改善助成金のお問い合わせ

℡ ０１２０－３６６－４４０

※各種商品小売業については、令和５年10月６日より地域別最低賃金899円が適用されています

1,053 1,005 941

大分県の価格転嫁の円滑化推進ページはこちらを
クリックしてください（大分県ホームページへ）

下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しする
ための相談窓口、サポート体制はこちらをクリッ
クしてください（経済産業省ホームページへ）

951 942

https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230710003/20230710003.html
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/kakakutenka-enkatsukasuishin.html

